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内部統制システムの基本方針

２０２５年１月３０日

アース製薬株式会社

 当社は、会社法第 362条第 4項第 6号及び会社法施行規則第 100条に基づき以下の通り、

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の

業務の適正を確保するために必要な体制（以下「内部統制」という）を整備する。 

１．当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

① 独立的な立場から客観的に当社の業務執行を監督することができる独立社外取締役

を選任し、取締役会の１／３以上を社外取締役で構成することで、取締役、執行役員

及び使用人による職務執行に対する監督機能を高め、業務執行の適正を確保する。

② 取締役候補者の指名及び取締役の報酬に関する手続の透明性・客観性を確保するため、

取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を

設置する。

③当社は、「アース製薬行動指針」を制定・遵守し、「お客様目線」の製品の提供と企業

としての社会的責任を果たすことを通して、「価値ある企業」を目指す。

④当社は、従業員(退職 1 年以内の者)が通報できる社内窓口及び社外窓口と取引先・委託

先からの通報を受付ける社外窓口を設置し、取締役・監査役を含むコンプライアンス

委員会がこれを運用する。 

⑤代表取締役が直轄する監査部は、業務監査の結果を代表取締役等に報告する。

⑥当社は、反社会的勢力及びその関連団体とは一切の関係を持たず、不当な要求を受け

た場合には、警察、弁護士等の外部機関と連帯して毅然とした態度で対応する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、重要な会議の議事録や稟議書、契約書及び官公庁などに提出した重要な書類

の写しを「文書管理規程」に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、各所管部の責任の

もとに保存・管理する。 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社は、「危機管理基本規程」に従い、危機管理委員会のもと、リスクの管理状況や

対処方法等を検討する。

② 当社は、災害・不適切な業務執行等においても事業の継続を確保するため、危機管理

委員会にて、事業継続計画（BCP）を策定し、事業継続マネジメント（BCM）体制

を構築する。なお、危機管理委員会の活動状況は、適宜、取締役会に報告する。
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③ 当社は、情報資産を管理するため「情報セキュリティ管理規程」及びマニュアル等を

制定し、ＩＳＭＳ委員会のもと、情報漏洩及びシステム障害の予防や発生時の対応を

図る。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 当社は、経営に関する重要事項を｢取締役会規程｣に従い、取締役会を原則毎月１回開

催して審議・決定する。また、業務遂行に係る事項を迅速に決定するため、社長及び

執行役員からなる戦略協議会を原則毎月１回開催して、取締役会上程案件について事

前検討するとともに、各本部・事業部の戦略等の重要事項について協議する。。

② 当社は、事業年度総合予算及び中期経営計画を、｢予算管理規程｣に従って策定し、取

締役会の承認を経て、取締役と使用人が共有する目標とする。

③ 当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離

することにより、経営の意思決定を迅速に行い、取締役会による監督を強化するとと

もに、業務執行を効率的に行う。

④ 当社は、社長及び執行役員からなる事業モニタリング会議を開催する。事業モニタリ

ング会議では事業予算の進捗状況や各担当領域の業務執行状況を共有したうえ、経営

資源の配分見直しや環境変化などへの対応策を検討する。 

⑤ 当社は、取締役の任期を１年とし、事業年度における取締役の経営責任を明確化する

とともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立し、また、取締役を３

名以上１０名以内にすることにより機動性を確保する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 子会社は、コンプライアンス及びリスク管理に係る規程を制定し、法令等を遵守した

行動をとるための啓蒙・研修を行うとともに、経営危機の未然防止と危機発生時の対

策を講じる。

② 子会社は、各々内部通報窓口を設置し、内部通報制度を運用する。

③ 子会社は、「グループ会社管理規程」に従って、その営業成績、財務状況その他重要

な情報を、当社代表取締役が直轄する経営統括本部に提出する。

④ 子会社は、予算の関係書類を当社経営統括本部に提出し、予算の決定について当社取

締役会の承認を得る。

⑤ 子会社は、月次の業績等を当社経営統括本部に提出する。

⑥ 当社は、子会社の予算対実績の差異分析を行い、当社の取締役会に報告する。

⑦ 当社の監査部は、必要に応じて子会社の内部監査を実施し、子会社はこれに協力する。 

⑧ 当社は、当社グループのリスクを統括的に管理するため、危機管理委員会を設置し、

グループ全体のリスクマネジメント推進に関する課題・対応を審議する。

⑨ 当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するた

め、内部統制推進委員会を設置し、グループ全体の財務報告の適正性確保に努める。 
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⑩ 当社の監査役は、当社グループの取締役、監査役又は主な使用人に、意見や情報を求

めることができる。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項、その使用人の当社取締役からの独立性に関する事項並びに当該監

査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

① 監査役会又は監査役は、必要があるときは期間を限定して、取締役に対してその業務

を補助すべき使用人の選任を求めることができる。

② 第一号の補助業務にあたる使用人は、その間はもっぱら、監査役の指示命令に従い職

務を行う。

③ 第一号の使用人が選任された場合、必要としている期間の当該使用人の人事異動、懲

戒、人事考課については、監査役会に事前に報告して、意見を求めることによりその

独立性を確保する。

７．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

① 当社は、監査役又は監査役会からの職務執行に関する予算請求に基づき、当該請求額

の予算を立て、また臨時の支出に対応する。

② 当社は、監査役からの職務執行に関する費用の前払又は償還の手続きその他必要な業

務を、本社 管理本部 総務部にて補助する。

８．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等が当社の監査役に報告するための体

制その他の監査役への報告に関する体制並びに、報告をした者が当該報告をしたこと

を理由として不利益な扱いを受けないことを確保するための体制 

① 監査役は、必要に応じて、事業モニタリング会議及び支店長会議その他重要な会議に

出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況を把握する。

② 当社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

ときは、これを直ちに監査役に報告する。

③ 当社の監査役はコンプライアンス委員として、当社の内部通報制度が機能しているこ

とを監視する。

④ 当社は、当社及び子会社の取締役・使用人等に対し、当社監査役へ報告したことを理

由として不利益な扱いを行う事を禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役・使用人

等に周知徹底する。

９．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 当社の監査役は、必要に応じ監査部に対して調査を求めることができる。

② 当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役
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会の他、重要な会議又は委員会に出席し、必要に応じて意見を述べる。 

③ 当社の監査役会は、必要に応じ、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他外部の

アドバイザーを任用できる。

以上 


